
 

 

 

 

 

  

 

今般、法人税において、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設、研究開発税制の

拡充及び見直し、賃上げ促進税制の見直し（詳細は下記のとおり）等が行われることを踏ま

え、法人県民税及び法人事業税において国税に準ずる措置を講ずることとされました。 

  

○法人事業税付加価値割における賃上げ促進税制の見直し 

 

 

 

 

 

電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除さ

れる収入金額の範囲に、一般送配電事業者が広域系統整備計画に定める電気工作物(以下「地

域間連系線」という。)の整備又は更新の実施を行う一般送配電事業者又は送電事業者に地域

間連系線の整備等に必要な費用として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標

準の特例措置を３年間に限り講ずることとされました。 

 

  

令和８年度税制改正について 

（法人県民税、法人事業税、特別法人事業税） 

山形県税政課 

Ⅰ 法人税の改正に伴う地方法人課税の改正 

Ⅱ 電気供給業を行う法人の事業税の改正 


